
第 3回検討会資料からの修正部分 :

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方

についての今後の議論の進め方及び具体的方向 (修正案)

I 今後の議論の進め

1 基本的な考え方

○ 必要な人に必要なサービスを安全に提供することを基本とする。
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○ なお、医療 口介護サービス、その連携全… 酬等のあり方など関連する事項に
ついては、所管の審議会等での議論が必要であるが、当検討会としても、引き
続き、意見交換を行い、必要に応じて提言を行うこととする。



I 制度の在 り方の具体的方

1 対象とする範囲について

(1)介護職員等が実施できる行為の範囲

○ これまで運用により許容されていた範囲が縮小されないよう配慮するとと

もに、制度の迅速な実施を実現する観点から、まずは、これまで運用により

許容されてきた範囲を制度の対象とする。

・ たんの吸引 (口 腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)

* 口腔内については、咽頭の手前までを限度とする。
・ 経管栄養 (胃 ろう、腸ろう、経鼻)

* 胃ろう・腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確

認は、看護職員が行う。

○ 上記の整理は、将来的な対象行為の範囲の拡大の道を開ざすものではない。

○ 上記の範囲の行為であつても、ターミナル期であることや状態像の変化等

により介護職員等が実施することに適さない事例もあることから、介護職員

等が実施可能かどうかについては、個別に、医師が判断するものとする。

(2)実施可能である介護職員等の範囲

○ 一定の追加的な研修を修了した介護職員等 (介護福祉士、訪間介護員、保

育士その他の介護職員とし、特別支援学校にあっては教員を含み得るものと

する。)と する。

(3)実施可能である場所等の範囲

○ 一定のニーズはあるが、看護職員だけでは十分なケアができない施設等と

して、以下を対象とする。
・ 介護関係施設 (特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、

有料老人ホーム等)

・ 障害者支援施設等 (通所施設及びケアホームを含み、医療機関である

場合を除く。)

○ 特別支援学校についても、なお検討を進める。

○ いずれの場合についても、医療職と介護職等の適切な連携・協働が可能な

場合に認めることとする。

○ 在宅においても、医療職と介護職等の適切な連携・協働が可能な訪間介護

事業所 (訪間看護事業所と連携・協働する盤 を含登Q_)_が実施できるもの

とする。
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2 安全確保措置について

(1)医師・看護職量と介護職員等との連携体制の確保等の要件について

○ 現行の運用による対応も踏まえ、下記のような要件を設定する方向で検討
する。

日 本人・家族の同意
・ 医療職との適切な役割分担、継続的な連携・協働
・ 関係者による連携体制の整備
・ マニュアル・記録の整備
・ 緊急時対応の手順、訓練の実施等

○ 施設や研修等の監督、サービス提供体制の整備など、行政の関与のあり方
についても引き続き議論を行う。

(2)教育・研修の在り方について

○ 介護福祉士を含め、一定の追加的研修等を行つた者に限り認めるものとす
る。

○ 教育・研修については、基本研修及び実地研修とし、実地研修については

可能な限り施設、在宅等の現場で行うものとする。■ぬ ゴゝ通期麓菫製医療施

調 ■凝L≧【、_実地』2と往■■とi可能上J=伍 _

〇 ケアの安全性を前提とし、現場で対応可能なカリキュラムとする。

○ 知識・技術の修得には個人差があることを考慮し、研修効果の評価を行い、

評価結果を踏まえ必要な対応を行うものとする。

Q_二磁 豊 馳 ゆ 童たヽ‐ 聟 嗜 安剣壕 鰐 空 生髯述 、‖ 皇 塞 鐘 豊 裂 載

街 墜二れ上区別―しm生 扱i上のとする。

○ 教育・研修については、介護職員等の既存の教育・研修歴等を考慮するこ

とができるものとする。

3 試行事業について

○ 上記の制度のあり方の具体的方向等を踏まえ、不雌 多数の鐵 と
し__■と、量 行妻業上_し【_と

LJ慎重童対応理 とQ観点変■全_別添資料の
とおりする。
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う_。__
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○ 医師法第 17条は、医師でなけれ|ざ_f医畔■圭二 L■墜査ら空主ヒJ工 L■
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Q__主た,_保鰹 ¨ 責護師錯勢LO_」 _条 lJIゝ _養護rttr二吐在ビ_[診療のJ撻姐
行為を行うことを業としてはならなし、と規定上K上生、_養護」ヽ登堡_■医行為
J主 _1診療Ωきさn_J_鶴豊位置」」上られ生上の上磐田Lさ上 KLttXp―

○ 判例 口学説においても、上記と同様11解 されており、_医師塗第_1_■餐笠Q貨
景にある無資格者による医業を規制する上の趣旨」騒れ空登艶医艶 I菫登璧
察的規制)か ら、行為の危険性についKlよ全_謳明叫 E対立ん具m■
はなく、抽象的危険でも規制の理由とするに足りるとされている。
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Q教育_1堕墜圭翻 ■堕企必要があるF‐を_1医

行為でない行為」 と整理することはできない。

(注) 平成17年 7月 26日付けΩ医̈ 墜 ―ヽ医行為歪ない斐主乙
られるものを列挙した上で、二定のIJ躍狐聾Ш奥髪往われ登二上が望ま
しいとしているが、これはあ■まで解興 と生、―塗的盤制難 よゝ
4た い。

Q__また、_医行為1=pttX■二重」_養護師塑分の働 往ヽi二とができる_ことと■
」登場合L墜、_医行為のI玉と、_医甑の1旨墨のI」ゴ■■■生が至壺る国塚資桂と
設けることとされてきた。 (例 :救急救命士 )

Q__在お、_■れ主で、_当画の士童埜F秘 要生措置_(実質的豊著JJ型義Lと _とし■、
建 」登別養護考人養‐A」生別真援皇埜1=おど≦■_全護職員隻が上興 L

等のうちの一定の行為を実施することが認められてきた2_LかL資燿_生 _■■
した対応については、法的に不安定である。コ 主在ニム全ルパ螂 と
_墜■位置づ壁られImLヒ■と生ど圭理塵上_L■、二企護職員隻が行為の実施ヒ
当たつて不安を感じている、グループ奏I塾二碑 左

=ム
や障害童支援旭
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競 ヒ葵Ll【墜対応rf二堕在L≧隻Ω課帥 血これ二Lさ んp―

現在検討史の襲 Q位置ゴ堂

Q__盪望塑 _31_」]駒k製 内、_気宣笙塾二 堕壁E2_._経営盤 _⊆邑登ユ、_
湯う■._経臭2_墜全_医身型 l断及び技術圭_tJρK■_登Q■在曼れ1ざ人体」■危豊
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…
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_じ』立__量担崚蓮壺A杢二墨 壷 囁銀郵鋼唄上金調聞諏喚堅担墨 立
工2在ユ左墜関する離 1_L葵 LttK■全_上44塑ヒヨ1_(貝腔内)_及び
経管栄養_(買ろ豊⊇_… ■あ登二上を壼m■蓑誼主れた上二ぅ__

Q__そQ_L歪ミッ ■″菫此囃 2嬢亜睦■つ上め曼墜、_二れらΩ行盪 1医行
為であることを前握に、__これまでの違法性阻却論による対応で1ま な_く、■整備
1■墨登対座上支登三■■浬 ■あ登。_

_1_」蜂理生人1型憂襲仁■■ビ丞産安全」J壼慶■登観点変らぃ」左≦_企護施設隻
1■n堕二髪基する加 ■検討立0二止p――C現制」_tll度改襲 」■こ対処左針
_CD文22年■月_1_8_B提善壺りU菫))

_1__ゴ窒責」̈研修全_」劉興性とQ適切空資ヨ晩寝1._継続的な愛襲珪lJ麹笠Ω安全
確保措置を徹底すること。_

_1__全護Й=ビス業 Q表売上上I証 全員と上する
・

文k現行Ω違法
l釘墜なl諭墜銭豊介藁 笠Q盃安や

…

安定空3馨 2自上♪_」髪ht【、_企
銀 笠Q処遇改ヨ 難 登iQとすること。

Q__iQ際、_従来の基群リユ統吐工至墜、_医行為庭主とL■行立責璧。_医療安全確保
醜 か豊、印 難 ―登回家資猪諸■隻雹護自11=あ2K墜郵踵勢虜勢E葺姐 と
J」貿定■登とL〕壷形で雌 L■童た上二多Ittaを、、二今回Ω措置の基詢畦 Q
査り」左L2LIKはさ_`逢粗2整理と異空●以下の点在左虚L22,_当捻封全lia
区 _]L責続童議論LI上メ_こ≧と支登p…

_1__■鎌 施設蒙墜嫁上 _L、 重 α製狂塾L蜘 饉聾望茫立登q―

_1_´ 豊類責」亜産修1=⊇上ヽ■壺、_盃撻 多J如2聾曖
=対

象とする』豊金J髪コ員姿上上
2■_地 壺勢鯵上壺錢造 墜二れ上堅冽彙ガ■取ユ扱ip―

_1__医療職上の申 唆 担笙―継‥ 」_協働等の重重当鮨医Qための
条件を付す。

_1__1■識」_技」奥⊇評」耐よ、1排要望空行立医』艶卿υびFl■豊Ωと支るp一

_二 重 為Ω実施1=⊇区 _睦、_厘則上上三ζ:ゴ4ヽJを、_」 _家族の同意を里 登立のとす
ことと豊豊、_患童■塑型証皿 員側の知壺れ」寝征_L/全 2レ等空黄量 L、 _但31墜

師 ±ヽ1断立る■の上立生 _
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